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人生に「熱」と「光」を 
 
１９２２年の水平社宣言では「人の世に熱あれ 人間に光あれ」とうたわれました 

 

「人の世に熱あれ」とは 差別の問題を他人事と思わず自らの生き方にかかわる問題として 

「熱い思い」でその解決に取り組む人が一人でも多くなることを願った言葉です 
 

「人間に光あれ」とは 偏見や差別によって押しつぶされたりせずその人の夢や希望を実現 

して 一人ひとりの人生が光り輝くように支え合っていくことを願った言葉です 
 

もし偏見を耳にしたら そのまちがいを正す人に 

もし差別に気づいたら その解消のために努力する人に 

そういう「熱情」のある自分でありたい 
 

偏見や差別は その被害を受けた人の人生の光を見失わせます 

偏見や差別を許さない そういう「熱情」のある自分でありたい 
 

「人の世に熱あれ 人間に光あれ」は 水平社宣言の結びの訴えです 

 

～桑原 律さん「人権対話」の詩より～ 

被差別部落の人々が差別と貧困からの解放を求めて結成した「全国水平社」。 

この「水平社」の名前には、人間は本来、誰もが平等な存在であるとの思いが込められています。 

また、全国水平社創立大会の日に朗読された「水平社宣言」は、人間の尊厳を謳いあげた日本で

最初の人権宣言です。日本の人権運動の原点ともいわれるこの宣言には、「人間は尊敬されるべき

ものである（人を外見や家柄、性別、肩書きなどで見るのではなく、その人の個性を認め本質的に

人と人とが向き合うこと）」などの思いも込められていて、その後の部落差別問題のみならず、水

俣病や障害者、在日コリアンなどの人権運動にもさまざまな影響を与えてきました。 

ただ１００年たった現在でも、部落差別問題をはじめ、ヘイトスピーチ（憎悪表現）を含む外国

人に対する差別、性的指向や性自認を理由とする偏見や差別、障害があることを理由とする偏見や

差別、ハンセン病患者・元患者やその家族に対する偏見や差別なども依然として存在しています。 

全国水平社創立１００年の節目を迎える今、改めて「水平社宣言」に込められた思いを胸に、あ

らゆる人権問題を「わがごと」として捉え、１日も早く一人ひとりの人権が尊重される社会の実現

をめざして取り組んで行くことが大切です。 

２０２２年３月３日で全国水平社創立から１００年を迎えます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人権ミニライブラリー】 ～新たな貸し出し DVD・図書の紹介～ 

（ＤＶＤ） 

ＮＯ タ   イ   ト   ル 分   野 種 類 時 間 

278 パワハラを学ぶ ～基礎から防止対策まで～ さまざまな人権 ＤＶＤ  25 分 

279 メンタルヘルス ～セルフケア＆ラインケア～ さまざまな人権 ＤＶＤ 26 分 

280 
「部落の心を伝えたい」シリーズ第 32 巻 

ネット差別を許すな！ ～川口泰司～ 
部落差別問題 ＤＶＤ 28 分 

（図 書） 

N O タ   イ   ト   ル 著  者  名 出 版 社 名 

448 ジェンダー・フリーってなあに？ 2  

おきゃくさんはいませんか 
草谷 佳子／文 ・ 鈴木 まもる／絵  大月書店 

449 ジェンダー・フリーってなあに？ 3 ぼくはよわむし？ 草谷 佳子／文 ・ 鈴木 まもる／絵  大月書店 

450 部落史５０話 中尾 健次 解放出版社 

451 水平社宣言の熱と光 朝治 武・守安 敏司 解放出版社 

 

   

  
  

１月・２月の主な活動の様子 

令和３年度 第４回センターチャレンジ教室 

１月１１日（火）は、原野彰子さんを講師にお迎えして、『絵手紙』教室を開催しま
した。今回は「節分」をテーマに鬼のお面や、野菜、果物、お花などを題材に作品を
つくりました。絵手紙を送る相手や大切な人を思いながら描いた絵手紙からは優しさ
や温かさを感じ、出来上がった作品は色鮮やかなとても素晴らしいものばかりでし
た。 

また２月 ８日（火）に開催を予定していました『絵手紙』教室は、新型コロナウイル
ス感染症が拡大している状況を鑑み、中止させていただきました。参加を予定して
いた皆さまには、大変ご迷惑をお掛けいたしました。 

今年度の「センターチャレンジ教室」は終了となります。 
参加してくださった皆さま、誠にありがとうございました。 
 

ひとりで悩まず、ご相談を！ 
 

部落差別問題をはじめとした人権問題でお悩みの方へ 
 
別府市人権啓発センターでは、人権問題に関する各種相談を相談員が受け、関係行政機関や

団体等との密接な連携を図りながら問題解決に努めます。 

ご相談内容のプライバシーは厳守致します。（料金は無料です。） 
 

電話・メール・面接相談（面接は要予約） 
電話番号 ０９７７－２３－６１６３ 

メールアドレス  beppu-jinken@tuba.ocn.ne.jp 
面接時間 センター開館日の ９：００ ～ １６：００まで 
               （最終受付 １５：３０まで） 

                         ※センター休館日は次のとおりです。 
                         ① 日曜日及び土曜日 
                         ② 国民の祝日に関する法律に規定する休日 
                         ③ １２月２８日から翌年１月３日まで 

                                    


